
 
議案第９号  

 

 瑞穂町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例及び瑞穂町下

水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 上記の議案を提出する。  

 

  令和６年２月２９日  

 

           提出者   瑞穂町長    杉  浦  裕  之  

 

 

（提案理由）  

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、条例を改

正する必要があるので、本案を提出する。  

 

 

   瑞穂町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例及び瑞穂

町下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例  

 

 （瑞穂町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例の一部改正） 

第１条  瑞穂町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例（平成

５年条例第９号）の一部を次のように改正する。  

  第４３条第３項中「地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１５８条第１項」を「地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４３条の２第１項」に改める。  

  別表し尿の項取扱区分の欄中「。以下「法」という。」を削る。  

 （瑞穂町下水道事業の設置等に関する条例の一部改正）  

第２条  瑞穂町下水道事業の設置等に関する条例（令和元年条例第

７号）の一部を次のように改正する。  

 

 

 



 
第６条中「第２４３条の２の２第８項」を「第２４３条の２の

８第８項」に改める。  

 

附  則  

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  
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第1条による改正 

瑞穂町廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

目次 略 目次 略 

  

   第1章から第7章 略    第1章から第7章 略 

第8章 廃棄物処理手数料 第8章 廃棄物処理手数料 

(廃棄物処理手数料) (廃棄物処理手数料) 

第43条 略 第43条 略 

2 略 2 略 

3 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)

第243条の2第1項  の規定により廃棄物

処理手数料の収納を委託することができ

る。 

3 町長は、地方自治法施行令(昭和22年政令

第16号)第158条第1項の規定により廃棄物

処理手数料の収納を委託することができ

る。 

第44条から第45条 略 第44条から第45条 略 

   第9章から第12章 略    第9章から第12章 略 

  

別表(第43条関係) 別表(第43条関係) 

種

別 

取扱区分 手数料 

略 略 略 

し

尿 

略 略 

(3)下水道法(昭和33年

法律第79号    

    )第2条第8号

に規定する処理区域

であって、同法第9条

に基づき公示され、下

水の処理を開始すべ

き日から3年を経過し

た建物に居住してい

る一般世帯 

1人1月につき

 500円 

略 略 略 
 

種

別 

取扱区分 手数料 

略 略 略 

し

尿 

略 略 

(3)下水道法(昭和33年

法律第79号。以下「法」

という。)第2条第8号

に規定する処理区域

であって、同法第9条

に基づき公示され、下

水の処理を開始すべ

き日から3年を経過し

た建物に居住してい

る一般世帯 

1人1月につき

 500円 

略 略 略 
 

備考 略 備考 略 
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附 則 

 

この条例は、令和6年4月1日から施行する。  
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第2条による改正 

瑞穂町下水道事業の設置等に関する条例 新旧対照表 

新 旧 

第1条から第5条 略 第1条から第5条 略 

(議会の同意を要する賠償責任の免除) (議会の同意を要する賠償責任の免除) 

第6条 法第34条において準用する地方自治

法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8

項の規定により、下水道事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除について議会の

同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が10万円を超える場合

とする。 

第6条 法第34条において準用する地方自治

法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8

項の規定により、下水道事業の業務に従事

する職員の賠償責任の免除について議会の

同意を得なければならない場合は、当該賠

償責任に係る賠償額が10万円を超える場合

とする。 

第7条から第9条 略 第7条から第9条 略 

  

   附 則  

 この条例は、令和6年4月1日から施行する。  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


